
十津川村立十津川中学校

学 校 災 害 時 に お け る 生 徒 の 安 全 確 保

（１）災害対策本部の設置

災害の規模・被害状況等を踏まえ、原則として職員室に学校災害対策本部を設置し、

学校としての組織的な災害対応にあたる。

十津川中学校災害対策本部

本部長（校長） 副本部長（教頭）

○本部長：対策本部の総括、意思決定

○副本部長：本部長の指示による連絡・報告
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情 報 連 絡 体 制

○ 自然災害発生

被災状況報告

十津川村教育委員会 奈良県教育委員

学校災害対策本部 指示・支援 ※状況により本庁と直接 会学ぶ力はぐく

連絡の場合がある。 み課

初期対応による報告

開設要請

ＰＴＡ、 教職員 十津川村災害対策本部
地域団体等 （連絡網）
（連絡網）

○ その他の災害発生

十津川村教育委員会
災害発生 ℡ ６２－０００３

※状況により本庁と直接連絡の

場合がある。

発見者

奈良県教育委員会
学ぶ力はぐくみ課他

学 校

教務主任
養護教諭 ・

各主任 警察署 ℡６３－０１１０
校
長 消防署 ℡６３－１１９０
・
教 学校医 ℡６３－００４０
頭

学級担任 ＰＴＡ

※ 円滑かつ的確に情報を伝達するため
に、学校内における連絡体制や災害時
に連絡すべき地域団体や機関のリストア
ップ等、情報連絡体制の整備を図るとと

医療機関 保護者 もに、体制図中に電話番号を記載し見易
い場所に貼付しておく。

※ 全市町村レベルの災害が発生し、しかも電話が不通の状態における教育委員会から全
学校への連絡等は、校長会の緊急連絡網の協力を要請して伝令により行うことが想定さ
れることも念頭に置く。


